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【事業所退会（全員）】
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（１）退会届受理日をもちまして退会となります。ただし、退会届受理日が25日（25日が土日祝日にあたる場合、その直前の
　　営業日）を過ぎた場合は翌月退会となります。

その他

（４）退会後は、補助券等すべてのサービスが利用できません。退会後に利用が判明した場合は、利用額を返還していただく
　　ことになりますのでご注意ください。

【注意事項】

会員証

その他 （

受
付
印

（２）ＦＡＸでは受理できません。会員証を添えて押印した原本をワークジョイさいたまへ提出してください。

（３）記載された事項につきまして、退会処理に関わる業務以外には一切使用いたしません。
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【会員の退会（一部）】
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